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学内献血、歯科検診、健康増進イベント等
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学内献血、歯科検診、健康増進イベント等
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新キャラクター
タクトルです！

ー 7ー



ー 8ー



ー 9ー



ー 10ー



ー 11ー



◯ 2025年4月・新1年生、編入生、再入学生は2025年4月診療分より申請可能です。

※ 2026年3月卒業生は2026年3月診療分迄申請できますが受付期間内のみとなります。
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自費予防接種ではあるが

予防接種の種類がわから

ないので予防接種の種類

のわかる部分があるもの

 (診療明細書、領収証や

接種証明書等）を添付

してください。
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自費抗体検査ではあるが

領収書に検査種類、内容

等不明のため検査の種類

のわかるもの (診療明細

書、領収証や検査証明書

等)を添付してください。
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本学では、学生健保の医療費給付以外にも学生が教育研究活動中に生じた事故への対応として、

全学生が「学生教育研究災害傷害保険」（学研災）に加入しています。保険料は全額大学が負担して

います。

万一、事故・災害にあったときは、その状況を在籍しているキャンパスの学生生活課に申し出て

ください。

◇保険が適用される事故の範囲と治療日数

◇保険金請求と手続きと支払い

　　ケガをした時は、すぐに在在籍籍すするるキキャャパパススのの学学生生生生活活課課に
　報告してください。保険会社所定の事故通知を受領し、すみや
　かに学生生活課に提出してください。原則として、事事故故発発生生かか
　らら３３００日日以以内内にに保保険険会会社社へへ学学生生生生活活課課をを通通じじて報告すること
　になっています。

　　ケガから関知した時は、在籍するキャンパスの学生生活課に
　保保険険金金請請求求書書をを提提出出してください。

　　大学が保険会社に保険金請求手続をします。

　　規定に基づく保険金が、届出された本人名義の口座に振込まれます。

事故の報告

治療が完了

保険金請求

保険金支払い

①正課の授業中、大学行事中 実治療日数　　　１日以上
②学生支援室に届け出たクラブ・サークル活動中 実治療日数　　１４日以上
③①および②以外で学校施設内にいる間、通学中 実治療日数　　　４日以上

学生教育研究災害傷害保険（学研災） 健康相談について
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月曜日・・１３：２０〜１４：５０（内科）
水曜日・・１３：００〜１４：３０（内科）

【文京・八王子国際キャンパス共通】
月〜金　9：00 〜 18：00（昼休み 11：30〜12：30）
土曜日　9：00 〜 13：00

健康相談

　体調の悪いときや心配なときは医務室で学校医に相談しましょう。医務室では大学近隣の病院の紹介
なども行っています。
　また、学校医による健康相談も実施しています。

【文京キャンパス】	 【八王子国際キャンパス】
　月曜日・木曜日.…….１６：００～１７：００（内科）. 月曜日.…….１３：２０～１５：００（内科）
　. 水曜日.…….１０：００～１２：００（外科）
　. 木曜日.…….１４：００～１６：００（外科）

※開室時間.【文京キャンパス】	 【八王子国際キャンパス】
　月～金. 9：00 ～19：30（昼休み.11：30 ～12：30）. 9：00 ～18：30（昼休み.11：30 ～12：30）
　土. 9：00 ～15：00（昼休み.13：00 ～14：00）. 9：00 ～15：00（昼休み.13：00 ～14：00）

Ⅳ　健康相談について

‒11‒

八王子国際課

八王子学生支援室

ー 20ー



学生健保厚生施設について 学生健保厚生施設について
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学生健保厚生施設について 学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について

◇◇学学生生健健保保厚厚生生施施設設のの案案内内
案内事項は変更になることがあります。HP等を参照し、料金や無料サービス等も

あらかじめ電話などにより、直接確認してください。

◇◇ 所所在在地地 ⾧野県小県郡⾧和町大門３５１８－２４９７

◇◇ 電電 話話 ０２６８－６９－２６４１

◇◇ ＨＨ ＰＰ ペンション 赤い屋根公式HP https://www.janis.or.jp/users/akaiyane/

◇◇ 収収容容数数 ２４名

◇◇ 料料 金金 （ 一泊２食・税込み）５，２００円

◇◇ そそのの他他 レンタルスキー、ボード無料サービス

◇◇ 交交 通通

電電車車

２時間２０分 ５０分 １０分
新新宿宿 →→  茅茅野野 →→ 西西白白樺樺湖湖 →→  赤赤いい屋屋根根
（JR中央本線特急）（諏訪バス） （車送迎）

東東京京→→（（中中央央高高速速）） →→ 諏諏訪訪南南IICC →→ 白白樺樺湖湖 →→ 姫姫木木平平
車車

⾧⾧ 野野 県県 白白 樺樺 湖湖 姫姫 木木 平平
ペペ ンン シシ ョョ ンン 赤赤 いい 屋屋 根根

近くには車山高原、白樺湖、自然が
いっぱいの直営自然農園ではハーブ・
花・野菜の収穫が楽しめますよ♪

学生健保厚生施設について

◇◇所所在在地地 群馬県利根郡片品村尾瀬戸倉６００
◇◇電電 話話 ０２７８－５８－７００１
◇◇ＨＨ ＰＰ 尾瀬の宿いさ 公式HP https://oze.biz/ （Facebook有り）
◇◇収収容容数数 ５０名
◇◇料料 金金 （一泊２食・税込み）５，２００円

※入湯税が別途１５０円かかります
◇◇交交 通通

電電車車

２時間３０分 １時間３０分
上上野野 →→  沼沼田田 →→ 戸戸倉倉宿宿

（JR上越線特急） （バス）
東東京京 →→ 沼沼田田IICC →→ 国国道道１１２２００号号
（中央高速）→（外環自動車道）→（関越自動車道）車車

群群 馬馬 県県 尾尾 瀬瀬 スス キキ ーー ハハ ウウ スス
尾尾 瀬瀬 のの 宿宿 いい ささ

スノーパーク尾瀬戸倉
スキー場まで徒歩１０分！
ホワイトワールド尾瀬岩鞍
まで車で１５分！

アルカリ性単純硫黄温泉でお肌つるつる。
近くに体育館・テニスコート・野球場もあります。
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学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について

◇◇そそのの他他のの契契約約研研修修施施設設
学生健保で契約している施設の他にも大学が契約する研修施設がありますので、

ぜひ利用してください。詳しくは、在籍するキャンパスの学生生活課でお問い合わ
せまたは、大学HP「研修施設」を確認してください。

サニーインむかい （千葉県白子町） 中沢ヴィレッジ（群馬県草津町）
ホテル伊東ガーデン （静岡県伊東市） 富士緑の休暇村（山梨県鳴沢村）
富士箱根ランド （静岡県函南町）

◇◇文文京京区区施施設設利利用用のの補補助助ににつついいてて
商商学学部部、、政政経経学学部部ののみみななささんんの健康増進、文化活動の促進を目的に、文文京京区区のの運運動動施施
設設やや文文化化施施設設を利用する際の経済的負担を軽減するため、学生健保より利用料の補助
を行います。
文京区の各施設は公共の場です。一般区民の方も利用をしていますので、施設を利

用する際には自覚と責任を持ち、施設の使用ルール等を守って、他の利用者の迷惑と
なるような行為が無いようにしてください。
外外国国語語学学部部・・国国際際学学部部・・工工学学部部ののみみななささんんは、八八王王子子国国際際キキャャンンパパスス内内のの運運動動施施設設

やや教教室室を利用してください。

*¹ 文京区に在住の場合は利用可能ですが、補助金は申請できません。

*² 団体の代表者が商・政経学部の学生、文京区在住者である学生の場合は利用可能
ですが、補助金は申請できません。

*³ 公認団体とは麗澤会と愛好会の登録団体です。

※ゼミナールや有志グループ等は、個人利用の枠で補助金の申請ができます。

補助金額 個人利用 ５００円（一人あたり年間上限額）
公認団体 ２，０００円（一団体あたり年間上限額）

施施設設のの利利用用方方法法･･補補助助金金のの申申請請方方法法等等はは次次ののペペーージジをを確確認認ししててくくだだささいい。。

商商学学部部・・政政経経学学部部 外外国国語語学学部部・・国国際際学学部部・・工工学学部部
利利用用 補補助助金金 利利用用 補補助助金金

個個人人 ○○ ○○ ○○**¹¹ ××
公公認認団団体体**³³ ○○ ○○ ○○**²² ××

学生健保厚生施設について
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学生健保厚生施設について 学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について

・・文文京京区区施施設設、、個個人人利利用用のの補補助助金金申申請請方方法法

（学生健保組合員）

（大学）

１
２

４
３

文京スポーツセンター 文京総合体育館 文京江戸川橋総合体育館

①利用申請を行い、各施設の券売機で料金を支払ってください。
②施設利用し、券売機の半券等を返却してもらってください。

→→ 各各施施設設のの窓窓口口でで学学生生証証をを提提示示しし半半券券にに「「利利用用済済みみのの印印」」をを押押ししてて頂頂きき返返却却ししてて
ももららううこことと。。

③学生生活課の窓口で補助金を申請してください。
→→ 大大学学備備ええ付付けけのの補補助助金金申申請請用用紙紙にに券券売売機機のの半半券券をを添添付付。。

※定期使用の場合は、発行される領収書を補助金申請用紙（大学備え付け）に添付し
てください。
④補助金が給付されます。

※竹早テニスコートや文化施設（文京シビックホール、アカデミー文京等）について
は個人利用の場合でも、「文の京」施設予約ねっとの登録が必要です。
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学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について

・・文文京京区区施施設設、、団団体体利利用用のの補補助助金金申申請請方方法法

（学生健保組合員）

（大学）

１
３

文京スポーツセンター 文京総合体育館 文京江戸川橋総合体育館

小石川運動場 文京シビックホール

アカデミー（文京・湯島・音羽・千石・茗台・向丘）の各施設（個人利用を含む）

竹早テニスコート（個人利用を含む）

２

上記の施設を団体で利用する際（一部の施設は個人利用も含む。）は「「文文のの京京」」
施施設設予予約約ねねっっととのの利利用用登登録録が必要となります。
初めて利用する際は、まず文文京京キキャャンンパパススのの学学生生生生活活課課へへお越しください。

①「「文文のの京京」」施施設設予予約約ねねっっととから各自で利用申請を行ってください。
②施設の予予約約がが取取れれ次次第第、学生生活課にて利用補助の申請・差額料金の精算を行って
ください。
（利用料金の全額が学生健保の銀行口座から支払いとなるため、補助金の申請額と
の差額を学学生生生生活活課課のの窓窓口口でで利利用用前前にに必必ずず精精算算してください。）

③施設を利用。
④文京区施設から学生健保へ利用料の請求が行われます。
⑤学生健保が文京区の施設へ口座振替にて料金を支払います。

５
４
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学生健保厚生施設について学生健保厚生施設について

◇◇文文京京区区のの主主なな施施設設
運動施設 文化施設

アアカカデデミミーー文文京京
〒112-0003
東京都文京区春日1－16－21
TEL 03-5803-1100
シビックセンター地下1・2階、地上1階
展示室1、展示室2
レクリエーションホール、茶室・和室
学習室・アトリエ・音楽室A・音楽室B

アアカカデデミミーー湯湯島島
〒113-0034
東京都文京区湯島2-28-14
TEL 03-3811-0741 FAX 03-5689-8374
視聴覚室・学習室・和室・実習室・洋室

アアカカデデミミーー音音羽羽
〒112-0012
東京都文京区大塚5-40-15
TEL 03-5976-1290 FAX 03-5976-1291
多目的ホール・洋室A・美術室・工芸室
学習室A・学習室B・洋室

アアカカデデミミーー千千石石
〒112-0011
東京都文京区千石1－25－3
TEL 03-3946-4430
学習室A・学習室B

アアカカデデミミーー茗茗台台
〒112-0003
東京都文京区春日2－9－5
TEL 03-3817-8306 FAX 03-3817-8307
学習室A・学習室B・洋室・実習室
レクリエーションホールA
レクリエーションホールB
アアカカデデミミーー向向丘丘
〒112-8555
東京都文京区向丘1－20－8
TEL 03-3813-7801 FAX 03-3813-
6668
学習室・レクリエーションホール
実習室・音楽室・和室

文文京京ススポポーーツツセセンンタターー
〒112-0012
東京都文京区大塚3－29－2
TEL 03-3944-2271 FAX 03-3944-5549
主競技場 卓球場・プール（大・小）・スポーツ
多目的室・多目的室・トレーニング室・会議室・
ミーティング室・柔道場・剣道場・弓道場

文文京京総総合合体体育育館館
〒113-0033
東京都文京区本郷7－1－2
TEL 03-3814-4271 FAX 03-3814-3228
競技場・プール・武道場・スポーツ多目的室
アーチェリー・弓道場・卓球場
トレーニングルーム

竹竹早早テテニニススココーートト
〒112-0002
東京都文京区小石川5－9－1
TEL 03-3814-0427
テニスコート5面（人工芝）
問い合わせ：文京スポーツセンター

小小石石川川運運動動場場
〒112-0004
東京都文京区後楽1－8－23
TEL 03-3811-4507 FAX 03-3811-4522
軟式野球・サッカー・ソフトボール等
スポーツひろば

文文京京江江戸戸川川橋橋体体育育館館
〒112-0006
東京都文京区小日向1－7－4
TEL 03-3945-4008 FAX 03-6902-0469
競技場・柔道場・剣道場・多目的室

※文化施設の問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1‒16‒21
文京シビックセンター17階北側
アカデミー推進課アカデミー係
TEL 03‒5803‒1307 FAX 03-5803‒1369

詳しくは、文京区ＨＰ・文京区施設の指定管理者のＨＰを確認してください。
文京区のホームページ https://www.city.bunkyo.lg.jp/
文京区インターネット施設予約システム https://www.shisetsu.city.bunkyo.lg.jp/

〈指定管理者〉
東京ドームグループ・ミズノ共同事業体 https://www.shisetsu.jp/city.bunkyo/
公益財団法人文京アカデミー https://www.b-academy.jp/

学生健保厚生施設について
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は学生健康保険委員会から要請があったときには、そ

の都度招集する。 

第 21 条 理事会は、理事長が招集し、議長として議事を

整理する。 

第 22 条 理事会は次の事項を審議し、決定する。 

 (1) 予算の決定並びに決算の承認 

 (2) 規約の改廃に関する事項 

 (3) 予防接種に関する事項 

 (4) 疾病の予防措置及び医療に関する事項 

 (5) その他組合の運営及び業務に関する事項 

２ 理事会は、前項に掲げる事項のほか、学生健康保険

委員会から建議された事項を審議しなければならな

い。 

第 23 条 理事会は、理事の３分の２以上（代理委任状を

提出含む）の出席をもって定足数とし、議事は出席者

の過半数の同意によって決定し、可否同数のときは、

議長に決するところによる。  

 第２節 学生健康保険委員会 

第 24 条 学生健康保険委員会（以下「委員会」という。）

は、組合員の総意を代表する機関とし、組合業務の企

画、運営、その他に関して理事会に建議することの他、

次の各号の事項を行う 

 (1) 組合事業の普及、宣伝、広報に関する事項 

 (2) 組合員に対する各種報告に関する事項 

 (3) その他理事会が必要と認めた事項 

第 25 条 委員会に次の機関及び役員を置く。 

 (1) 委員長 

 (2) 副委員長 

 (3) 会計部長 

 (4) 予防給付部長 

 (5) 総務部長 

 (6) 企画部長 

 (7) 広報部長 

 (8) 情宣部長 

(9) 国際部長 

(10) 八王子支部長 

２ 理事長が必要と認めた時は、前項に役員を置くこと

ができる。 

第 26 条 委員会は、原則として定例理事会に先立ち開催

するものとする。但し、委員長が必要と認めたとき、

又は委員の３分の１以上から要請があったときは、そ

の都度臨時に招集する。 

第 27 条 委員会の議長は、委員会において選出するもの

とする。 

第 28 条 委員会は、委員の半数以上の出席をもって定足

数とし、その議事に出席した委員の過半数の同意によ

り決定する。 

第 29 条 役員及び、委員の任期 

(1) 役員の任期は、１月１日から１２月３１日までと

する。但し、欠員の補充により就任した役員の任

期は、前任者の残任期間とする。  

(2) 委員の任期は１年間とし、再任を妨げない。但し、

欠員の補充により就任した役員の任期は、前任者

の残任期間とする。   

第 30 条 役員及び、委員の改選は、原則として１１月に

行い、事務引継は、改選後初の委員会において行う。 

２ 委員会の規約は、別に定める。 

 第３節 監事 

第 31 条 組合に、監事２名を置く。 

第 32 条 監事は、本大学経理部及び教職員より理事会が

選任する。 

第 33 条 監事は、毎年原則として６月、１２月の定期

に、又は必要に応じて組合の会計並びに業務監査を行

い、意見を付して監査の結果を理事会に報告しなけれ

ばならない。 

第 34 条 監事の任期は、４月１日から翌年３月３１日ま

での１年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充によ

って就任する監事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

      第４章 会計 

第 35 条 組合の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月 

３１日をもって終わる。 

第 36 条 組合の経費は組合費、寄付金、補助金及び雑収 

入をもってこれに当てる。 

第 37 条 組合に属する金銭は、理事会が管理し、金銭の 

出納は大学の経理課を通じて行う。 

第 38 条 決算書報告並びに監査報告書は、毎年６月中に 

作成しなければならない。 

 

      第５章 書類及び帳票 

第 39 条 組合は、次の書類及び帳票を備えなければなら 

ない。 

  (1)  規約及び細則 

  (2)  財産目録 

 (3)  会議録 

 (4)  元帳及び金銭出納帳 

ー 29ー



ー 30ー



ー 31ー



するものとし、その費用は組合が負担する。 

 

附 則 

 本細則は、昭和４４年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、昭和４５年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、昭和４７年 4月１日から施行する。 

  附 則 

 本細則は、昭和４９年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、昭和５２年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、昭和５３年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、昭和６０年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成６年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成８年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成１０年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成１５年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成１６年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成２１年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成２５年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、平成２６年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、令和５年 4月１日から施行する。 

附 則 

 本細則は、令和６年 4月１日から施行する。 
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‒35‒

⃝太枠内記入のこと。えんぴつ書き不可。
⃝.組合員以外の方は学科欄に教職員，家族等を記入し
て下さい。

⃝.学生健保の厚生施設利用者に対し傷害保険の契約を
していますので名簿は正確に記入して下さい。
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